


















第６章 

防災指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第６章 

防災指針 

 

 

⑦急傾斜崩壊危険区域 

〇急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律で定められた区域のこと

であり、崩壊するおそれのある急傾斜地（傾斜度が 30 度以上の土地）のある区域を表示したもので

す。 

〇八女市では、立花地域の居住誘導区域の縁辺部に急傾斜地崩壊危険区域が近接しています。 
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第６章 

防災指針 

 

 

⑧ 道路冠水箇所 

〇雨水出水（内水）箇所は、平成 24 年 7 月の九州北部豪雨以降の冠水実績をもとに、冠水のおそれの

ある道路（水深約 10cm 以上）の道路を表示したものです。 

〇八女市では、八女地域の中心部で冠水のおそれのある道路が多数見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





第６章 

防災指針 

 

 

⑨ ため池浸水想定区域 

〇ため池浸水想定区域は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出し

た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。 

〇八女市では、ため池からの水が河川に流入している箇所はいくつかあるが、住宅等に 3ｍ以上の浸水

想定区域がかかる箇所は特に見られません。 
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第６章 

防災指針 

 

 

防災まちづくりの将来像を踏まえ、各災害ハザードに対する基本的な取り組み方針を以下に示しま

す。その上で地域の個別課題に対応したリスクを回避および低減するために必要な取り組み方針を定

めます。 

 

●洪水に対する取組方針 

本市では、矢部川沿いにて洪水による被害が想定されています。特に黒木地域では居住誘導区域の

一部が家屋倒壊等氾濫想定区域に含まれており、浸水被害や家屋倒壊の危険性が懸念されています。 

黒木地域の居住誘導区域の南部は、黒木伝統的建造物群保存地区に指定されており、江戸期以降の

重厚な町家や蔵が旧往還道(旧豊後別路)沿いに残るとともに、矢部川の堰や木橋跡、町中を流れる水

路、矢部川対岸の棚田や石積みなどの水利にまつわる文化遺産が数多く残っています。 

これらの歴史的な集落や町並みは歴史的景観として残していく必要があり、本市では伝統的建造物

群保存地区の空き家に対して、家賃補助等を行い、活用促進を図ることで歴史的町並みの保全を行っ

ています。 

このような背景を踏まえ、黒木地域の家屋倒壊等氾濫想定区域については、今後も地域の拠点とし

て保全と活性化を図っていくべき区域であることから、居住誘導区域に含まれております。 

ただし、河岸侵食および氾濫流を含む洪水に対しては、河川改良整備や防災拠点（避難施設）の強

化等のハード整備を進めるとともに、自主防災組織等による避難訓練、警戒避難体制の強化や道路の

浸水対策による避難路の確保等、ソフト対策も同時に実施します。また、一部の避難施設が浸水想定

区域や家屋倒壊等氾濫想定区域内に含まれています。今後関係各課と調整を行い、避難施設としての

安全性の評価（垂直避難の可否等）、収容可能人数の調整や早期避難の必要性の周知等を行い、安全性

の確保に努めて参ります。 

 

●土砂災害に対する取組方針 

本市では、居住誘導区域の縁辺部にて土砂災害による被害が想定されています。居住誘導区域にハ

ザード区域は含まれていませんが、縁辺部で発生した土砂災害の影響が居住誘導区域内にも及ぶ可能

性が懸念されます。 

そこで、土砂災害に対しては、ハザード区域に含まれる既存住宅の移転促進や砂防・地すべり・急

傾斜事業の推進等のハード整備を主とした対策を実施します。 

 

＜取り組み方針の項目＞ 

リスクの回避 
災害ハザードエリアにおける立地規制・建築規制、ハザードエリアからの 
移転促進等、災害時に被害が発生しないようにするための取組方針 

リスクの低減 
災害ハザードエリアにおけるハード・ソフトの防災・減災対策等により、 
被害を軽減させるための取組方針 

  










